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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成28年２月12日に提出いたしました第71期第３四半期（自　平成27年10月１日　至　平成27年12月31日）四半期

報告書の役員の状況について、該当事項はありませんと記載しておりましたが、これは第３四半期内の状況を参考情

報として第２四半期会計期間の四半期報告書で既に記載していたため、第３四半期報告書で再び記載することは、更

に役員の状況に変更があったと認識されるのではないかとの判断によるものです。

第２四半期の四半期報告書には第３四半期の状況を参考情報として記載していること、および企業内容等の開示に

関する内閣府令では、第３四半期会計期間に役員の異動があった場合、これを記載する旨記載されていることから、

当第３四半期会計期間においても記載することが適切であると判断したため、当該四半期報告書の訂正報告書を提出

するものであります。

 
２ 【訂正事項】

　第一部【企業情報】

　　第３【提出会社の状況】

　　　　２【役員の状況】

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部 【企業情報】

第３ 【提出会社の状況】

２ 【役員の状況】

 

（訂正前）

　該当事項はありません。

 
（訂正後）

 　 前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

代表取締役副社長 取締役 西田　憲司 平成27年10月19日

取締役社長 代表取締役社長 平綿　孝之 平成27年10月19日
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